
研
究
ノ
ー
ト

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障

（二

ｏ
完
）

四 三〓
一　
ホ
ー
ム
法
に
よ
る
要
介
護
高
齢
者
の
権
利
保
障

１
　
ホ
ー
ム
法
と
介
護
保
険

（１
）

ホ
ー
ム
法

は
、
そ
の
目
的
を

「
ホ
ー
ム
ヘ
の
受
け
入
れ
に
係
わ
リ
ホ
ー

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障
公
丁

完
）

は
じ

め

に

公
的
介
護
保
険
法
に
よ
る
要
介
護
高
齢
者
の
権
利
保
障

（三
巻
三

・
四
号
）

ホ
ー
ム
法
に
よ
る
要
介
護
高
齢
者
の
権
利
保
障

む
す
び

田

中

克

志

ム
の
入
居
者
及
び
入
居
希
望
者
の
利
益
と
欲
求
を
侵
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
、

と
く
に
ホ
ー
ム
の
入
居
者
の
自
立
と
自
己
責
任
を
保
持
す
る
こ
と
」
（コ
Ｒ
日
〇

二
条

一
号
）
と
す
る
。
そ
し
て
、
ホ
ー
ム
法
の
適
用
が
あ
る
ホ
ー
ム
を
定
義

し
て

（国
陛
８
の
一
条

一
項
）、
「高
齢
者
若
し
く
は
要
介
護
の
、
又
は
障
害

の
あ
る
成
年
者
を

一
時
的
で
は
な
く
受
け
入
れ
る
ホ
ー
ム
」
（国
陛
日
の

一

条

一
項
）
で
あ
り
、
「有
料
で
経
営
さ
れ
、
入
居
者
の
変
動
及
び
員
数
に
係

わ
り
な
く
」
、
「宿
泊
の
提
供
と
あ
わ
せ
、
賄
い

（く
Ｒ
」
］①̈
ｏ
●
¨
）
及
び

世
話

（ω
①一『８
暉
い
し

を
提
供
す
る
」
（Ｃ
ユ
ｏ３
『Ｆ
∞
●
●
Ｌ

ワ」
と
を
目

的
と
し
て
経
営
さ
れ
る
施
設

（日
Ｆ
〓
ｏＦ
」
い
し

と
す
る
。

当
初
の
ホ
ー
ム
法
で
は
、
こ
れ
を

「高
齢
者
ホ
ー
ム

（＞
Ｐ一ｏ●

，
２
日
）
、

高
齢
者
住
宅

（＞
］一ｏが
ｌ
ｏ
Ｆ
り

，
３
８
）
、
介
護
ホ
ー
ム

（り
』Ｈ①”
ｏ●
２
日
）

一
〓
一
一
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一
号

（
一
九
九
九
年
）

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
」
と
の
明
示
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が

一

九
九
〇
年
に
、
改
正
の
主
要
点
の
一
で
あ
る
が
、
削
除
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

こ
の
表
示
に
条
件
な
し
で
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
ホ
ー
ム
経
営
の
形
態

・
混
合

（２
）

形
態
が
現
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
高
齢
者
住
宅
、
高
齢
者
ホ
ー
ム
、
介
護
ホ
ー
ム
が
ホ
ー
ム
法

（３
）

の
適
用
が
あ
る
ホ
ー
ム
の
代
表
例
で
あ
る
。
高
齢
者
住
宅
は
、
高
齢
者
が
、

一
人
又
は
夫
婦
で
、
自
分
の
独
立
し
た
住
居
で
生
活
す
る
も
の
で
あ
る
。
希

望
が
あ
れ
ば
、
追
加
と
し
て
賄
い
、
世
話
、　
一
時
的
な
介
護
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
高
齢
者
ホ
ー
ム
で
は
、
高
齢
者
は
、
要
介
護
で
は
な
い
が
、
家

事
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
完
全
な
宿
泊
、
賄
い
、
世
話
を
受
け
る
。
高
齢

者
の
介
護
ホ
ー
ム
は
、
高
齢
者
が
、
要
介
護
状
態
の
た
め
、
完
全
な
宿
泊
、

賄
い
、
世
話
そ
し
て
介
護
を
受
け
る
施
設
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ホ
ー
ム
法
の
適
用
が
あ
る
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
ヽ
そ
の
設
置
者

と
入
居
者
と
の
間
で
ホ
ー
ム
契
約
が
締
結
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

（口
陛
Ｂ
Ｏ

四
条

一
項
）。
そ
の
ホ
ー
ム
契
約
に
は
、
書
面
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
ホ
ー

ム
の
設
置
者
が
提
供
す
る
給
付
、
す
な
わ
ち
宿
泊
の
受
け
入
れ
、
食
事
の
提

供
そ
し
て
世
話
が
個
別
に
記
載
さ
れ
、
こ
れ
に
関
し
支
払
う
べ
き
費
用
が
示

（４
）

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（目
２
日
の
四
条
二
項
）
。

介
護
保
険
の
導
入
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
完
全
施
設
介
護
の

一
般
介
護
給
付

一
一一一二

（５
）

（＞
Ｐぼ
①日
の〓
①
「
ぃ【Φ∞
①【①いのご
●
∞
Φじ

の
費
用
を
介
護
金
庫
が
負
担
す
る

こ
と
と
な

っ
た
こ
と
に
伴
い
、
右
の
こ
と
に
関
係
し
、　
一
九
九
四
年
に
、

つ

ぎ
の
よ
う
な
ホ
ー
ム
法
の
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
介
護
保
険

の
被
保
険
者
で
あ
る
入
居
者
が
、
介
護
保
険
法
四
二
条

（短
期
介
護
）
及
び

四
三
条

（完
全
施
設
介
護
）
に
よ
り
給
付
を
請
求
す
る
場
合
、
ホ
ー
ム
契
約

に
は
、　
一
般
介
護
給
付
、
宿
泊
及
び
食
事
の
世
話

（
い
わ
ゆ
る
ホ
テ
空
軍
８

そ
し
て
追
加
給
付
に
関
す
る
ホ
ー
ム
設
置
者
の
給
付
が
個
別
に
規
定
さ
れ
、

こ
れ
に
対
す
る
費
用
が
別
に
決
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（国
陛
日
の
四

条
ｅ
一
項

一
文
）
。
そ
し
て
、
ホ
ー
ム
設
置
者
は
、　
一
般
介
護
給
付
に
関
す

る
費
用
を
、
こ
れ
を
介
護
金
庫
が
負
担
す
べ
き
限
り
、
当
該
介
護
金
庫
に
直

接
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

（口
２
日
〇
四
条
ｅ
三
項
）
。

い
ず
れ
に
し
て
も
ホ
ー
ム
で
の
介
護
は
、
こ
れ
が
介
護
保
険
に
基
づ
く
も

の
で
あ

っ
て
も
、
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
給
付
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

そ
こ
で
、
以
下
、
ホ
ー
ム
法
が
規
定
す
る
ホ
ー
ム
契
約
の
内
容
実
現

・
質

確
保
の
方
策
を
み
て
お
き
た
い
。



２
　
国
家
に
よ
る
権
利
実
現

０
　
開
業
の
事
前
届
出
と
審
査

ホ
ー
ム
の
経
営
を
な
す
者
は
、
こ
れ
を
開
業
予
定
の
遅
く
と
も
三
カ
月
前

に
は
設
置
者
の
名
称

・
住
所
な
ど
法
定
の
事
項
を
所
轄
官
庁
に
届
け
る
こ
と

（６
）

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

（目
３
日
の
七
条

一
項
）
。
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が

こ
の
届
出
を
解
怠
し
、
又
は
不
完
全
な
申
立
て
を
し
た
場
合
に
は
、
ホ
ー
ム

の
経
営
は
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

（冨
無
日
〇
〓
ハ
条
二
項

一
号
）。

ま
た
、
こ
の
届
出
を
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
怠

っ
た
者
は
、
秩
序
違
反
と
し

て

（ｏ
ａ
目
ヽ
●
明
１
〓
ユ
し
、　
一
万

マ
ル
ク
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る

（口
２
日
Ω
一
七
条

一
項

一
号
、
三
項
ヽ

こ
の
届
出
に
よ
っ
て
、
所
轄
官
庁
は
、
こ
れ
が
欠
け
て
い
れ
ば
ホ
ー
ム
の

経
営
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

（国
３
日
の
三
ハ
条

一
項
）
ホ
ー
ム
経
営

の
要
件

（目
２
日
の
六
条
）
を
審
査
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ホ
ー

ム
の
設
置
者
が
必
要
な
信
頼
性
、
と
く
に
ホ
ー
ム
経
営
の
た
め
の
経
済
的
な

能
力
を
有
し
て
い
る
か
、
②
入
居
者
の
利
益
及
び
欲
求
の
保
持
、
と
く
に
医

療
的
又
は
健
康
の
た
め
の
世
話
が
確
実
で
あ
る
か
、
③
入
居
者
が
要
介
護
で

あ
る
か
ぎ
り
、
ホ
ー
ム
に
お
い
て
又
は
適
切
な
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障
公
丁

完
）

世
話
が
保
証
さ
れ
て
い
る
か
、
と
く
に
職
員
の
数
と
そ
の
仕
事
に
対
す
る
人

（７
）　
　
　
（８
）

格
的

・
専
門
的
な
適
性
が
十
分
で
あ
る
か
、
④
建
築
及
び
要
員
に
関
す
る
法

定
の
要
件
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
、
⑤
提
供
さ
れ
る
給
付
と
要
求
さ
れ
る
費

（９
）

用
と
の
間
に
不
均
衡
が
な
い
か
、
そ
し
て
、
⑥
ホ
ー
ム
保
証
令
の
諸
規
定
の

遵
守
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
の
改
正
法

（以
下
、
旧
目
陛
日
０
と
す
る
。
）

で
は
、
ホ
ー

（１０
）

ム
の
経
営
は
許
可
制
を
と
っ
て
い
た
が
、
お
お
き
な
例
外
が
あ

っ
た
。
経
営

の
届
出
は

「同
時
に
」
と
の
規
定
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は
開
業
開
始
と
同
日

（１１
）

に
と
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
許
可
の
付
与
の
さ
い
に
不
許
可
事
由

（旧

口
①い日
〇
六
条
三
項
）
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
き
に

は
、
許
可
は
取
り
消
さ
れ

（旧
目
Ｒ
日
〇
一
五
条

一
項
）
、
後
日
、
不
許
可

を
正
当
化
す
る
よ
う
な
事
実
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
許
可
は
撤
回
さ
れ

（旧

目
①一日
の
一
五
条
二
項
）、
ま
た
、
ホ
ー
ム
の
経
営
は
禁
止
さ
れ
る

（旧
国
Ｒ
日
〇

一
六
条

一
項
）
こ
と
と
な

っ
て
い
た
。

一
九
九
七
年
の
改
正
で
は
、
私
的
な
営
利
の
ホ
ー
ム
設
置
者
に
関
し
て
存

在
し
て
い
た
許
可
義
務
が
、
す
べ
て
の
設
置
者
に
と
っ
て
の
統

一
的
な
届
出

義
務
に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
た
。

一
一一一一一一
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０
　
所
轄
官
庁
の
監
督

ホ
ー
ム
は
、
所
轄
官
庁
の
頻
繁
な
検
査

（り
ヽ
鰤
ど
い
¨
）
に
よ

っ
て
、
監

督

（畔
げ
１
１
”
ｏ，
ｃ
う
し

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ホ
ー
ム
の
設
置
者
及
び
施
設

長
は
、
所
轄
官
庁
に
対
し
て
、
ホ
ー
ム
法
及
び
ホ
ー
ム
法
に
基
づ
き
制
定
さ

れ
た
法
令
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
情
報
を
、
日
頭
又
は
文
書
に
よ
っ

て
、
相
当
の
期
間
内
に
、
か
つ
無
償
で
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（口
陛
日

の
九
条

一
項
）。

所
轄
官
庁
に
よ
リ
ホ
ー
ム
の
監
督
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
ホ
ー
ム
に
利
用

（‐２
）

さ
れ
て
い
る
土
地
と
建
物
を
こ
れ
が
入
居
者
の
居
住
権
の
支
配
下
に
な
い
か

ぎ
り
、
通
常
の
営
業
時
間
の
あ
い
だ
に
立
ち
入
り
、
そ
こ
で
、
検
査
と
視
察

を
行
い
、
情
報
提
供
義
務
者
の
業
務
資
料
を
閲
覧
し
、
入
居
者
と
連
絡
を
と

り
、
職
員
に
質
問
を
す
る
権
限
を
有
す
る

（同
条
二
項
）
。
情
報
提
供
義
務

を
負
う
ホ
ー
ム
の
設
置
者
及
び
施
設
長
は
、
ま
た
、
右
の
措
置
を
も
受
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
ホ
ー
ム
の
設
置
者
に
は
、
か
か
る
所
轄
官
庁
の
閲
覧
に
備
え
て
、

（‐３
）

ホ
ー
ム
の
経
営
に
関
す
る
記
録
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
ホ
ー
ム
の
経
営
に
関
す

る
資
料

ｏ
証
拠
を
保
管
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（回
色
日

〇
八
条
二
項
）。

一
三
四

他
方
、
ホ
ー
ム
監
督
の
権
限
あ
る
官
庁
は
、
労
働
省
等
に
、
求
め
が
あ
れ

ば
、
社
会
法
典

一
一
部
に
よ
る
任
務
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
事
情
に
関
す
る

情
報
を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
。

ま
た
、

監
督

の
成
果
は
、

指
示

（＞
椰
ｏ
ヽ
ヽ
口
ヽ
い
し

（口
無
日
Ｏ
〓

一条
）
を
開
始
す
る
契
機
と
な
る
。

０
　
助
言

・
指
示

ホ
ー
ム
法
は
、
ホ
ー
ム
の
こ
と
が
ら
に
関
す
る
助
言

（口
９
彗
“
口
”
）
を

進
め
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
す
る
が

（属
２
８
〇
二
条

一
項
二
号
）
、
具

体
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定

（口
２
日
の
一
一
条
）
を
お
い
て
い
る
。

所
轄
官
庁
が
、
申
し
出
に
よ
る
も
の
の
、
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
①
利

害
関
係
を
有
す
る
者
に
第

一
条
の
意
味
で
の
ホ
ー
ム
及
び
か
か
る
ホ
ー
ム
入

居
者
の
権
利

・
義
務
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
、
②
第

一
条
の
意
味

で
の
ホ
ー
ム
の
建
設
に
む
け
て
努
め
て
い
る
か
、
か
か
る
ホ
ー
ム
を
経
営
す

る
者
及
び
設
置
者
に
ホ
ー
ム
の
建
設
計
画
及
び
経
営
に
さ
い
し
て
助
言
を
す

る
こ
と
、
で
あ
る
。

ま
た
、
ホ
ー
ム
に
欠
陥

（〓
ｐ
●
”
ｏ
し

が
あ
る
場
合
、
そ
の
欠
陥
の
排
除

の
可
能
性
に
つ
い
て
、
所
轄
官
庁
は
、
設
置
者
に
対
し
て
、
そ
の
団
体
の
関

与
の
も
と
助
言
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
経
営
の
開
始
前
、
届
出



（目
陛
日
の
七
条
）
に
よ
っ
て
欠
陥
が
確
認
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
欠
陥
の
排
除
に
つ
い
て
成
果
が
な
い
場
合
、
ホ
ー
ム
の
設
置
者
に
対

し
て
、
入
居
者
の
福
祉
に
対
す
る
侵
害
の
除
去
若
し
く
は
侵
害
を
防
止
す
る

こ
と
又
は
費
用
と
ホ
ー
ム
の
給
付
と
の
間
の
不
均
衡
を
回
避
す
る
に
必
要
な

指
示
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
経
営
の
開
始
前
、

届
出

（口
ε
ヨ
〇
七
条
）
に
よ

っ
て
欠
陥
が
確
認
さ
れ
た
場
合
も
同
様

で
あ
る

（口
①一日
の
一
二
条

一
項
）
。

こ
う
し
た
助
言

・
指
示
と
い
う
手
順
は
、
ホ
ー
ム
設
置
者
の
自
主
性

・
自

（‐４
）

立
性
を
尊
重
し
た

（口
２
日
の
二
条
二
項
）
も
の
と
さ
れ
る
。

も

っ
と
も
、
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
、
右
の
指
示
に
相
当
の
期
間
内
に
従
わ

な
い
と
き
は
、
経
営
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

（目
Ｒ
日
の

一
六
条
二

項
二
号
）。
ま
た
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
実
行
可
能
な
指
示
に
応
じ
な

い
か
、
正
し
く
応
じ
な
い
か
、
完
全
に
応
じ
な
い
か
、
又
は
相
当
な
と
き
に

応
じ
な
い
と
き
は
、
秩
序
違
反
と
し
て
、
五
千
マ
ル
ク
以
下
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
る

（口
Ｒ
〓
０

一
七
条
二
項
四
号
）。

３

入
居
者
に
よ
る
権
利
実
現

ホ
ー
ム
法
の
制
定
当
初
か
ら
、
入
居
者
の
地
位
を
高
め
る
た
め
、
入
居
者

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障
公
Ｔ

完
）

に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
宿
泊
、
滞
在
条
件
、
ホ
ー
ム
規
則
、
賄
い
、
休

暇
の
行
事
な
ど
の
経
営
の
こ
と
が
ら
に
関
す
る
協
議
権

●
［〓
１
守
Ｆ
“
口
”
∽
弓
ｏ
ｏ

，
０

で
あ
る
。
こ
の
協
議
権
は
、
二
年
ご
と
に
選
挙
に
よ

っ
て
選
ば
れ
た
機
関
で

あ
る
ホ
ー
ム
協
議
会

（目
２
日
ぴ
Φ
ぃＳ
じ

に
よ

っ
て
行
使
さ
れ
る

（
口
Ｒ
日

（‐５
）

の
五
条

一
項
）
。

し
か
し
、
判
断
能
力
に
陰
り
が
み
え
る
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
喪
失
し
た
高

齢
の
入
居
者
が
少
な
く
な
い
と
、
ホ
ー
ム
協
議
会
の
成
立
そ
の
も
の
も
が
難

（・６
）

し
く
な
る
。　
一
九
九
〇
年
の
ホ
ー
ム
法
改
正
で
は
、
ホ
ー
ム
協
議
会
が
構
成

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
の
た
め
に
、
そ
の
任
務
を
引
き
受
け
る
ホ
ト
ム

代
弁

（
者

」
「
３
８
ど
覇
０
８
ｏ

，
ｏ
じ

の
制
度

（
目
餌
目
０
一
条
二
項
）
が
新

設
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ホ
ー
ム
法
の
施
行
後
、
ホ
ー
ム
の
お
よ
そ
四
分
の

一

に
お
い
て
、
入
居
者
の
精
神
的
、
肉
体
的
又
は
心
的
障
害
の
た
め
に
、
ホ
ー

ム
協
議
会
が
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
か
ら
と

（‐８
）

い
う
。

ホ
ー
ム
協
議
会
の
任
務
と
し
て
は
、
①
ホ
ー
ム
の
入
居
者
に
有
用
な
ホ
ー

ム
経
営
の
措
置
を
ホ
ー
ム
の
施
設
長
又
は
設
置
者
に
提
案
す
る
こ
と
、
②
入

居
者
の
提
案
及
び
苦
情
を
受
理
し
、
必
要
な
場
合
に
は
施
設
長
と
の
、
又
は

特
別
な
場
合
に
は
設
置
者
と
交
渉
し
解
決
す
べ
く
努
め
る
こ
と
、
③
ホ
ー
ム

に
お
い
て
入
居
者
の
統
合
を
促
進
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る

（目
Ｒ
Ｂ
日
〓
１

一
二
五



法
政
研
究
四
巻

一
号

（
一
九
九
九
年
）

ヨ
二
九
条
）。

さ
ら
に
、
ホ
ー
ム
協
議
会
の
任
務
の
一
つ
が
、
以
下
の
こ
と
が
ら
に
関
し
、

施
設
長
又
は
設
置
者
の
決
定
に
協
働
す
る
こ
と
で
あ
る
。
①
入
居
者
の
た
め

の
模
範
契
約
と
ホ
ー
ム
規
則
の
作
成
又
は
変
更
、
③
ホ
ー
ム
費
用
基
準
の
変

更
、
④
催
し
物
の
計
画
と
実
施
、
⑤
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
⑥
宿
泊
ｆ
∬
頭

介
護
、
⑦
ホ
ー
ム
経
営
の
拡
大
、
縮
小
、
又
は
廃
止
、
③
他
の
ホ
ー
ム
と
の

合
併
、
⑨
ホ
ー
ム
又
は
そ
の
部
門
の
種
類
と
目
的
の
変
更
、
⑩
ホ
ー
ム
の
全

面
的
な
建
築
上
の
改
築
又
は
修
理
で
あ
る

（口
３
日
日
】一１
ヨ
三
〇
条
）。

す
な
わ
ち
、
協
議
と
は
、
ホ
ー
ム
協
議
会
に
対
し
て
、
ホ
ー
ム
の
経
営
に

係
わ
る
事
項
に
関
し
、
ホ
ー
ム
設
置
者
が
決
定
す
る
前
に
、
適
宜
に
か
つ
包

括
的
に
照
会
さ
れ
、
審
議
さ
れ
、
そ
の
提
案
及
び
懸
念
は
、
ホ
ー
ム
設
置
者

が
決
定
す
る
さ
い
に
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

（‐９
）

あ

る

。
　

　

　

　

・

も
ち
ろ
ん
、
右
の
事
項
に
関
す
る
塑
聯
ヽ

共
同
決
定

一
魚
い静
８
〓
８
８
“
●
５

で
は
な
く
、
最
終
的
な
決
定
及
び
責
任
は
ホ
ー
ム
の
設
置
者
に
あ
る
。
と
は

い
え
、
入
居
者
個
々
人
の
活
動
と
自
発
性
を
活
発
に
し
、
文
化
的

・
社
会
的

生
活
へ
の
参
加
を
推
進
す
る
こ
と
か
ら
も
、
特
別
の
実
際
的
意
義
が
あ
る
と

（２０
）

さ
れ
て
い
る
。

一
〓
〓
ハ

（１
）

一
九
七
四
年
に
成
立
し
た
ホ
ー
ム
法
は
、　
一
五
年
以
上
も
現
行
法
の

地
位
を
保
持
し
た
が
、　
一
九
九
〇
年
に
大
き
く
改
正
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
介
護
保
険
と
の
関
係
で
、
九
四
年
と
九
七
年
に
条
文
の
追
加
と

改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ホ
ー
ム
法
制
定
前
に
も
、
高
齢
者
ホ
ー
ム
に
入
居
し
て
い
る
高
齢

者
を
保
護
す
る
立
法
の
取
組
み
は
な
さ
れ
て
い
た
。　
一
九
六
七
年
の

営
業
法

（Ｏ
ｏｌ
Ｒ
σ
８
ａ
口
“
●
Ｌ

〓
一八
条
の
改
正
が
重
要
な
第

一

歩
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
州
政
府
に
、
法
令
に
よ
り
、
営
利
の
高
齢

者
ホ
ー
ム
、
高
齢
者
住
宅
、
高
齢
者
介
護
ホ
ー
ム
に
関
す
る
最
低
条

件
を
決
め
る
権
限
を
付
与
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
州
政
府

に
予
防
的
な
審
査
の
た
め
の
手
段
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

営
利
の
ホ
ー
ム
は
、
許
可
な
く
、
し
た
が
っ
て
施
設
と
そ
の
施
設
長

の
適
性
及
び
設
置
者
の
信
頼
性
を
あ
ら
か
じ
め
審
査
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
開
業
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
か
る
規
定
は
ホ
ー
ム
入
居
者
の

保
護
に
と
っ
て
不
十
分
で
あ

っ
た

（∪
”
巨
ｏ日
＼
Ω
一８
ヽ
Ｆ
Ｓ
含
いＰ

∪
”
ｏ
国
％
日
的
ｏｏ
Ｐ
か
覇
。ｒ
』甲
卜
⑮
ｏＰ
ｐ
ｒ
）。

な
お
、
ド
イ
ツ
・
ホ
ー
ム
法
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、　
一
九

九
〇
年
改
正
法
以
前
に
関
し
て
は
、
本
沢
巳
代
子

「西
ド
イ
ツ
老
人

ホ
ー
ム
法
の
実
証
的
研
究
」
経
済
研
究
三
四
巻
二
号

（
一
九
八
九
年
）



八
三
頁
以
下
、
藤
井
俊
二

「西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム

利
用
契
約
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
九
号

（
一
九
九
〇
年
）
三
七
頁
以
下
、

一
九
九
〇
年
改
正
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
、
濱
田
俊
郎

「老
人
ホ
ー

ム
契
約
の
展
望
―
ド
イ
ツ
の

「
ホ
ー
ム
法
」
改
正
を
契
機
と
し
て
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
二
号

（
一
九
九

一
年
）
四
四
頁
以
下
、
本
沢

「
ド

イ
ツ
の
ホ
ー
ム
法
と
施
設
介
護
の
質
の
確
保
―
公
的
介
護
保
険
導
入

の
前
提
条
件
と
し
て
―
」
経
済
研
究
四
〇
巻
二
号

（
一
九
九
五
年
）

一
五

一
頁
以
下
が
あ
る
。

（２
）
∪
ｐ
Ｆ
Ｆ
日

０ヽ
８
認
ヽ
Ｌ
ヽ
β
げ
ｂ
“
・ｏ
・ｂ
・８
。ま
た
、
短
期
介
護
ホ
ト

ム
に
も
ホ
ー
ム
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（口
ε
ヨ
の

一
条

一
ａ
項
）。

（３
）
各
タ
イ
プ
の
ホ
ー
ム
の
施
設
数

・
収
容
定
員
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ヘ
ッ

セ
ン
州
を
例
に
と
れ
ば
、　
一
九
九
六
年
半
ば
で
、
高
齢
者
住
宅
が
、

四

一
、
高
齢
者
ホ
ー
ム
が
、
五
二
、
高
齢
者
介
護
ホ
ー
ム
が
、
二

一

四
、
混
合
型
施
設
が
、
二
五

一
で
あ
る

（以
下
、

ヘ
ッ
セ
ン
州
高
齢

者
政
策
基
本
計
画
ヨ
お

■
守

一日

＞
Ｈ一縄

Ｆ
ぴ
①●
１
２
］①甲
り
３
〓

中ド
事
ヽ
性
一Ｒ
３
お
い
３
Ｆ
①い
中●
口
３
８
●
８
８

に
よ
る
。
）。

さ
ら
に
、
各
ホ
ー
ム
の
収
容
定
員
に
関
‐
し
、
そ
の
変
化
を
み
る
と

興
味
あ
る
結
果
が
で
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障
会
Ｔ

完
）

ホ
ー
ム
の
収
容
定
員
の
総
計
が
八
、
六

一
〇
も
減
少
Ｌ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
必
要
の
な
い
収
容
定
員
の
削
減
と
と
も
に
高
齢
者
介
護
ホ
ー

ム
及
び
世
話
付
き
住
宅

（ω
ｏ寸
ｏ二
３

■
ｏ

，
い
ｏ●
）

へ
の
転
換
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
州
の
投
資
推
進
計
画
で
は
、

一
三
七

ホームの収容定員  1988年

高 齢 者 住 宅 20,581

高 齢 者 ホ ー ム 13,265

高齢者介護ホーム 22,266

総  計   56,112

1996年    変  動

8,540  -12,041 -58.5%

8,906  -4,359   32.9%

30,056  +7,790 +35.0%

47,502  -8,610 -15,3%



法
政
研
究
四
巻

一
号

（
一
九
九
九
年
）

高
齢
者
の
ユ
ー
ズ
に
合
わ
な
く
な

っ
た
高
齢
者
ホ
ー
ム
の
収
容
定
員

は
、
推
進
せ
ず
に
、
介
護
定
員
又
は
世
話
付
き
住
宅
の
提
供
に
転
換

す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
投
資
推
進
に
お
け
る
計
画
策
定
の
重
点
と

す
る
。
も

っ
と
も
、
世
話
付
き
住
宅
に
関
し
て
は
、
消
費
者
保
護
の

観
点
か
ら
、
手
引
書
の
編
集

・
発
行
な
ど
、
こ
れ
の
質
の
向
上
を
図

る
政
策
が
示
め
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
が
訪
問
調
査
し
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
所
在
の
複
数
の
高
齢

者
ホ
ー
ム
に
お
い
て
も
、
介
護
保
険
の
導
入
後
重
度
の
要
介
護
高
齢

者
が
増
加
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
ホ
ー
ム
で
は
、
入
居

者
の
平
均
年
齢
が
八
七
歳

（
一
九
九
八
年
）
で
あ

っ
た
。

（４
）
契
約
内
容
の
明
確
化
の
要
請
に
基
づ
く
規
定
で
あ
る
。
因
“
ロ
ミ
”
Ｌ

＼ョ
ぃ＆
①日
”
●
Ｐ
国
２
日
電
Ｎ
ｏヾ

ぉ
Ｓ
・
ｐ
２
・も

っ
と
も
、
ホ
ー

ム
契
約
は
、
枠
組
契
約
に
依
拠
し
て
、
そ
の
内
容
が
決
め
ら
れ
て
い

Ｚ
り
。

（５
）
要
介
護
者
の
世
話
に
関
し
、
要
介
護
状
態
の
種
類

・
程
度
に
よ
り
必

要
と
さ
れ
る
介
護
施
設
の
す
べ
て
の
介
護
給
付
の
こ
と

（∽
〇
田
凶

四
三
条
二
項
）
。

（６
）
届
出
事
項
は
、
設
置
者
の
名
称

・
住
所
、
種
類
、
場
所
、
収
容
定
員
、

施
設
長
の
教
育
及
び
職
歴
で
あ
る
。
ま
た
、
添
付
物
と
し
て
、
介
護

一
三
八

提
供
契
約

（∽
Ｏ
ω
国
七
二
条
）、
投
資
費
用
の
融
資
資
料
、
契
約
書

の
見
本
、
設
置
者
の
定
款
、
そ
し
て
ホ
ー
ム
規
則

（国
２
日
〇
七
条

一
項
）
。
ホ
ー
ム
の
種
類
の
変
更
な
ど
届
出
後
の
変
更
に
つ
い
て
も
、

同
様
で
あ
る

（国
陛
日
〇
七
条
二
項
）
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
の
経
営
を

全
部
又
は

一
部
に
つ
き
中
止
す
る
場
合
も
届
出
が
必
要

で
あ
る

（目
２
日
〇
七
条
三
項
）。

（″ｆ
）
′ヽ
Φ『
Ｏ
ヽ
ヽ
い
“
・
”
　
鰤
げ
Φ『
　
げ
財
“
【一０，
①
　
で
いいい
Ｏ
①∽一”
●
いＯ
『
ヽ
①『
●
●
∞
①い

い鰤
弓
ヽ
Ｌ
一Φり

，
ｏ貯
目
①
・
５
Ｌ
一Φ●
Ｊ
Ｏヽ
Ｆ
”
Ｆ
①貯
目
①
）
暉
づ
ヽ
『
陶
Φ”
①，
①オ
ロ
①

い鰤
『く
２
Ｈ一”
『い”
Φ
く
Ｏ
Ｂ

∞
。〓
Ｌ

一ｏ∞
”

（
６
０
）

コく
①
『
Ｏ
ヽ
０
●
ヽ
●
”
　
僣
σ
ｏ
嘱
　
づ
①
『
∽
Ｏ
●
”
一
］
Φ
　

ｂ
ｒ●
』
Ｏ
『
一
０
『
暉
●
”
①
”

　

い
〕
ヽ

］田
①
貯
椰
ｏ
く
Ｏ
目
Ｐ　
一ｏ
一ヽ
暉
］い
い
Φ
Φ
ω
・

（
（ソ
）
く
ざ
『
Ｏ
ヽ
０
●
僣
●
”
　
げ
げ
Φ
『
　
ヽ
い①
　
り
摯
いｏ
す
一①
”
　
ヽ
①
ヽ
　
日
「
鮮
”
①
ヽ
　
く
ｏ
●

＞
Ｆ
①
口
‐ｌ
ｏ
Ｆ
●

，
３
日

●
●
ヽ
『
』Ｆ
”
ｏ
●
２
日
①
●
』げ
『
く
ｏ
【］一口

，
ユ
”
①

い日ｐ
』『
”
］Ｐ①
Ｏ
Φ
『
回
●
一”
①̈
①
●
●
ｐ
Ｆ
●
Ｐ
①
く
Ｏ
ｏ
一Ｆ
①
いの
一“
●
∞
ｏ
い
Ｎ
“
日

Ｎ
選
ｏヽ
ｏ
ぽ
①
●
ｏ
ヽ
　
ｄ
「口
一Φ
『
げ
ヽ
い●
∞
鰤
●
¨
　
Φ
ぃ●
①
の
　
］
Ｑ
ξ
ｏ
●
●
Φ
『
の
　
Ｏ
ｐ
Φ
ヽ

一”
Φ
“♂「ｏ
ヽ
げ
Φ
『
∽　
く
Ｏ
Ｂ
Ｐ
Ｎ
卜
し
′
り
弓
い中　
い
０
「
∞
。

（１０
）
例
外
は
、
州
、
市
町
村
、
市
町
村
連
合
そ
の
他
公
法
上
の
法
人
又
は

連
邦
扶
助
法

一
〇
条

一
項
の
意
味
で
の
設
置
者
に
よ

っ
て
維
持
さ
れ

る
ホ
ー
ム
で
あ

っ
た

（旧
国
Ｒ
Ｂ
〇
六
条

一
項
）
。



（ｎ
）
【
“
●
Ｎ＼
”
」
ミ
ヨ
庁
Ｏ
①Ｂ
”
”
口
・ｐ
・”
・ｏ
・・∽
二
】”

（‐２
）
居
住
権

（目
”
』
弯
ｏｏＦ
）
と
は
、
居
住
空
間
を
自
由
に
利
用
し
、

そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
立
ち
入
る
者
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
の
こ

と

（パ
‘
●
Ｎ＼
脚
“
ミ
ヨ
げ
ら
①ヨ
”
づ
づ
。Ｐ
”
・〇
・・∽
・Ｈω
ド
）。

（‐３
）
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
情
報
を
提
供
せ
ず
、
情
報
を
正
し
く
提
供

せ
ず
、
情
報
を
完
全
に
提
供
し
な
い
者
は
、
秩
序
違
反
と
し
て
五
千

マ
ル
ク
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
右
の
措
置
を
故
意
又
は
過

失
に
よ
り
受
け
入
れ
な
い
者
も
同
様
と
さ
れ
て
い
る

（法

一
七
条
二

項
三
号
、
三
項
）。

（‐４
）
バ
」
・
Ｎ
＼”
“
』ゝ
ξ
ざ
ヽ
①日
ｐ
●
邸
・”
・”
・〇
・・∽
ｂ
ｒ

（‐５
）
ホ
‐
ム
協
議
会
の
選
挙
、
そ
の
任
務
、
ホ
ー
ム
の
施
設
長

・
設
置
者

の
支
援
な
ど
に
関
す
る
詳
細
は
、
く
ｏ８
ａ
い
暉
●
”

中
ぎ
弓

色
①

ン
〔いけ́
＜
いヽ
ド
“
“
”
ヽ
０『
〕出
①庁
目
σ
①Ｊ
Ｏヽ
Ｆ
●
ｏ『
中”
＞
”
”
①］①∞
ｏＯ

，
ｏい一①●

Ｏ
①の
］田
①庁
“
ぴ
①一『
い①σ
①の
く
Ｏ
晏
】
ぃｏ

，』
“
］い
ＨＯ『０
。

（‐６
）
ヘ
ツ
セ
ン
州
政
府
が
編
集
し
た

「高
齢
者
支
援
の
介
護
施
設
に
お
け

る
労
働
の
た
め
の
専
門
的
な
指
針
」
（『
Ｒ
〓
い，
①
Ｆ
①〓
〓
【８

いＬ
ヽ
ゆ
中９
ン
ぴヽ
①い一
い”
∽一”
一μＯ
●
鮮
喘
Φい
口̈
い●
『中０，
一●
●
”
Φ”
Ｏ
①【
Ｌ′
Ｈ一

Φ
”
巨
Ｐい①
・お
旨
、
”
μ３

に
よ
る
と
、
重
度
の
要
介
護
入
居
者
が
高

い
割
合
の
施
設
に
お
い
て
も
、
ホ
ー
ム
協
議
会
の
形
成
の
あ
ら
ゆ
る

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障
分
Ｔ

完
）

可
能
性
を
汲
み
尽
く
す
べ
き
と
す
る
。
そ
し
て
、
ホ
ー
ム
協
議
会
の

形
成
が
不
可
能
な
場
合
の
、
考
え
う
る
代
替
と
し
て
、
①
ホ
ー
ム
入

居
者
、
家
族
、
ボ
ラ
ン
テ
ア
の
職
員
か
ら
な
る
代
替
委
員
会
、
②
通

常
の
入
居
者
会
議
、
③
ホ
ー
ム
代
弁
者
、
④
信
頼
お
け
る
人
、
を
あ

げ
て
い
る
。

（‐７
）
ホ
‐
ム
代
弁
者
の
活
動
は
、
無
償
の
、
ボ
ラ
ン
テ
ア
で
あ
る
。
そ
の

選
任
は
、
所
轄
官
庁
が
ホ
ー
ム
の
施
設
長
と
話
し
合

っ
て
、
行
う
。

ホ
ー
ム
の
入
居
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
ホ
ー
ム
代
弁
者
の
選
任
の

提
案
を
所
轄
官
庁
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
所
轄
官
庁
は
、
入
居
者

の
協
議
が
他
の
方
法
で
担
保
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ホ
ー
ム
代
表
者
の
設

置
を
見
送
る
こ
と
が
で
き
る

（目
２
日
の
五
条
二
項
）。

【

ヽ
“
Ｎ
＼
脚
●
ミ
ヨ

げ

鮎
①
Ｂ

”
い
い
。”
・ｐ
・〇
。
・∽
・Ｈ
ｏ
ド

∪
“
●
●
ｏ
の
「
二
●
い
の
一
①
『
い
“
員
】

い
鰤
【

一『
”
目
〕
い
Ｐ
い
ｏ
・　
∽
①
い
い
Ｏ
『
い
①
い
・　
『̈
『
ｐ
』
①

●
●
い
Ｏ

Ｌ
ヽ
∞
①
づ
０
（
ｒ
『
∽
”
し

，
∪
ｏ
ヽ

国

２
肖
む

Ｒ
ヽ
”
一
Ｌ
ｏ
ｏ
ｐ

ｒ

，

（
２０

）

バ

“
●
Ｎ
＼
”
鰤
』
＼
ヨ

；

ヽ
Φ
日

”
●
●
””
・”
・ｏ
・∽
ｂ

・

四
　
む
す
び

以
上
の
ご
と
く
、
介
護
給
付
の
質
確
保
に
関
し
、
施
設
介
護
に
お
い
て
は
、

一
二
九

19  18



法
政
研
究
四
巻

一
号

（
一
九
九
九
年
）

介
護
保
険
法
と
ホ
ー
ム
法
と
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
規
定
す
る
方
策
が
重
な
り
合

う
こ
と
に
な
る
。

ホ
ー
ム
法
は
、
高
齢
者
の
利
益
を
、
ホ
ー
ム
で
の
宿
泊
、
賄
い
、
世
話
と

の
関
係
に
お
い
て
、
と
く
に
秩
序
法

（ｏ
ａ
●
僣
●
∞
弯
ｏｏＦ
｝ぃのじ

的
な
又

は
監
督
法

（＞
亀
の
いｏＦ
∽
お
ｏＦ
中いｏじ

的
な
手
法
に
よ

っ
て
、
保
護
す
る

保
護
法

の
ｏＦ
二
Ｎ
∞
ｏ器
一じ

で
あ
っ
て
、
ホ
ー
ム
の
入
居
者
や
応
募
者
に

財
政
的
援
助
を
予
定
す
る
給
付
法

（ｒ
①いのご
●
∞
の”
８
①一じ

で
は
な
い
。
高

齢
者
に
お
け
る
要
介
護
の
問
題
に
存
在
す
る
社
会
政
策
的
な
課
題
に
つ
い
て

は
、
ホ
ー
ム
監
督
法
の
枠
で
は
解
決
さ
れ
な
い
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
、
ホ
ー
ム
の
建
築
に
関
す
る
最
低
条
件
の
設
定
が
、
ホ
ー
ム
法
の
適
用

が
あ
る
ホ
ー
ム
の
水
準
向
上
に
役
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
社
会
扶
助
と
世

話

・
看
護
の
担
い
手
の
公
的
な
財
政
に
波
及
効
果
を
も
た
ら
し
、
著
し
い
財

政
的
支
出
を
、
し
た
が
っ
て
、
ホ
ー
ム
費
用
に
関
す
る
出
費
の
押
し
上
麻
札

結
果
し
た
。
こ
れ
が
介
護
保
険
導
入
の

一
因
で
あ
っ（μ
。）

他
方
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
給
付
の
質
確
保
は
、
費
用
負
担
者
と

給
付
提
供
者
と
の
、
質
の
検
査
手
続
を
含
む
質
及
び
質
確
保
の
原
則
と
基
準

に
関
し
て
取
り
決
め
ら
れ
た
合
意
に
よ
っ
て
お
り
、
契
約
法
的
な
、
い
わ
ば

（３
）

自
己
規
律

（∽
Φ夢
∽一ぶ
『
日
営
言
い
し

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ

の
契
約
に
よ
る
取
り
決
め
は
、
ド
イ
ツ
全
域
に
適
用
さ
れ
、
す
べ
て
の
介
護

一
四
〇

金
庫
、
そ
の
連
合
及
び
認
可
介
護
施
設
を
直
接
拘
束
す
る
こ
と
か
ら
（∽
〇
∪

冒
八
〇
条
）、
法
律
に
匹
敵
す
る
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
と
も
い
・仏
御
。）

そ

の
他
、
介
護
金
庫
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
質
の
確
保
の
た
め
に
、
①
各
施
設
担
当

の
質
監
視
人
を
委
託
す
る
と
か
、
②
被
保
険
者

・
家
族
の
た
め
の
苦
情
処
理

担
当
を
任
命
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
③
被
保
険
者
の
た
め
に
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

（５
）

を
設
置
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
質
の
確
保
に
関
す
る
介
護
保
険
法
と
ホ
ー
ム
法
に
よ
る
各
制
度

は
、
お
互
い
に
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
く
、
補
う
も
の
で
あ（和
。）

施
設
介
護
の
分
野
に
対
し
、
在
宅

・
訪
問
介
護
の
分
野
に
は
、
ホ
ー
ム
法

の
規
定
に
類
す
る
保
護
規
定
は
存
在
し
な
い
。
国
家
の
監
督
は
、　
一
般
の
営

業
法
上
の
監
視
の
枠
で
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、

介
護
金
庫
は
、
訪
問
介
護
事
業
者
の
給
付
に
関
す
る
質
と
経
済
性
を
審
査
し

（７
）

て
は
い
る
。
し
か
し
、
在
宅

・
訪
問
介
護
の
給
付
に
係
わ

っ
て
問
題
も
指
摘

（８
）

さ
れ
て
お
り
、
在
宅

・
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
ホ
ー
ム
法
の
ご
と
き
規

（９
）

制
法
の
制
定
が
今
後
の
課
題
と
さ
れ
よ
う
。
連
邦
政
府
に
お
い
て
も
、
こ
れ

（１０
）

の
検
討
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
訪
問

・
在
宅
介
護
の
給
付

は
、
多
く
の
場
所
に
散
在
し
、
そ
の
給
付
過
程
は
、
全
体
と
し
て
、
統

一
性

が
な
く
、
質
確
保
の
観
点
の
も
と
で
は
、
捉
え
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
問

（１１
）

題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。



注
目
さ
れ
る
の
が
高
齢
者
ホ
ー
ム
の
入
居
者
自
身
に
よ
る
ホ
ー
ム
運
営
に

対
す
る
協
議
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
的
規
制
や
介
護
給
付
提
供
者
の

側
に
よ
る
質
確
保
の
方
策
に
な
ら
ぶ
、
介
護
受
給
者
自
身
に
よ
る
質
確
保

・

ホ
ー
ム
契
約
の
内
容
実
現
を
図
る
方
策
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
入
居
高
齢
者

に
と
っ
て
心
身
機
能
の
低
下
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、　
一
九
九
〇
年

の
ホ
ー
ム
法
改
正
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
ホ
ー
ム
代
弁
者
制
度
が
協
議
制
度

を
補
う
こ
と
と
な
り
、

よ
り

一
般
的

に
は
、

任
意
代
理
人

（
∪
①８
〓

‐ヨ
”
ｏＦ
置
Ｒ
）
又
は
同
年
の
民
法
典
改
正
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
世
話
法

（俯
す
①目

．
¨
∽【
①ｏ，
↓

に
よ
る
世
話
人

Ｏ
ｏ一嘱
①』
①じ

が
そ
の
役
割
を

担
う
。

と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
介
護
給
付
の
質
確
保
に
関
す
る
議
論
が

な
さ
れ
た
の
は
、
国
際
的
に
は
比
較
的
お
そ
く
、
介
護
保
険
の
導
入
が
そ
の

（‐３
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（‐４
）

重
要
な
契
機
と
な
っ
た
。
あ
る
論
者
に
よ
る
と
、
介
護
保
険
に
特
徴
的
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
給
付
の
提
供
が
給
付
提
供
者
の
競
争
の
も
と
で
な
さ

れ
る
と
き
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
市
場
に
お
け
る
と
同
様
に
、
消
費
者
保
護
が
し

か
る
べ
く
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消
費
者
保
護
は
、
市
場
と
競
争

と
い
う
メ
タ
ル
の
他
の
面
で
あ
り
、
社
会
給
付
の
提
供
に
お
い
て
は
、
と
く

に
質
確
保
の
措
置
に
よ
っ
て
消
費
者
保
護
が
図
ら
れ
る
。
た
だ
、
ド
イ
ツ
で

は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
お
け
る
顧
客
志
向
が
、　
一
般
に
、
あ
た
り
ま
え
の
こ

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障
公
Ｔ

完
）

と
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
質
確
保
と
い
う
課
題
設
定
に
対
す
る
理
解
が
妨
げ

（‐５
）

ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
は
興
味
深
い
。

（
１
）
∪
”
巨
①
日
、
０
ぃ３
ヽ
置
Ｈ＼
因
｝いｐ
回
８
８
∞
８
ｏ
一か

ぉ
簿
）
ｐ
８
・

（
２
）
木
下
秀
雄

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
九
〇
年
代
要
介
護
保
護
政
策
⊇
留
里

法
学
雑
誌
二
九
巻

一
号

（
一
九
九
二
年
）
八
八
頁
も
ホ
ー
ム
法
の
制

定

・
強
化
と
介
護
保
険
導
入
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。

（
ｏ６
）

”

‘
り
Ｏ
①
聟
Ｂ

い
ｏ
い
∽
一
①
『
い
」
目
〕

』
げ
『

ゝ
【
げ
①
い
一

“
●
ヽ

∽
Ｏ
Ｎ
一
ｐ
Ｐ
Ｏ
ヽ
ヽ
い
ｏ
●
¨

（
ド
『●̈
・
）
。ω
①『
いｏ，
一　
　
鰤
げ
ｏ『
　
ヽ
い①　
　
国
ｏ
す
「
いｏだ
Ｐ鰤
●
∞
　
　
ヽ
①『

甲
』
ＨＯ”
①く
の『の
ぃＯＦ
①『
“
●
”
」ΦΦ∞、
∽
・ヽ
い
。

（４
）
Ｏ
ｏヽ

，
”
ヽ
Ｑ
　
Ｈ∞
Ｆ
∪
ｐ
●
　
い
①“
①
　
り
』Ｆ
”
①く
①弓
出
ｏ，
①『“
●
”
の、
①ｏ，
一

いΦΦい
・∽
。いい
い
。

（５
）
ω
①■
ｏ，
Ｆ
ｐ
卜
錮
・

（６
）
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
は
、
双
方
の
協
働
化
を
す
す

め
る
と
す
る

（ヨ
庁

１
守

い日

＞
Ｐ一Ｒ

Ｆ
σ
①●
１
２
中Φ甲
『
２
い一時

い鰤
ヽ
ｐ
【ざ
『
Φ
く
Φい
ｏ
ｏ，
Φい
いｏ
国
①∽
ｍ①Ｐ

」ΦΦＯ
。

（７
）
ω
Φ■
ｏＦ
Ｆ
∽
・卜
Ｐ

（８
）
筆
者
が

一
九
九
八
年
九
月
に
訪
問
調
査
し
た
ヘ
ッ
セ
ン
州
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
世
話

ｏ
社
会

事

務
所

（
目
①の∽
い∽
魯
８

＞
日
一

コ
『

一
四

一



（９
）

（
１‐０）

（ｎ
）

（‐２
）

法
政
研
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巻
■
号

（
一
九
九
九
年
）

く
ｏ弓
の自
躍
口“

‘
ａ

∽
Ｒ
い，
一Ｏφ

『
Ｓ
鼻

ど
『↓

の
ハ
イ
ド
ン

↑
ｏ
●
Ｏ
Φヽ

国
ΦＴ
ｏ
ｏ●
）
氏
．に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
は
、

訪
問

ｏ
在
宅
介
護
の
提
供
事
業
に
お
い
て
、
例‐
え
ば
、
無
資
格
者
や

観
光
ビ
ザ
で
入
国
し
た
東
欧
諸
国
の
出
身
者
が
使
わ
れ
て
い
る
な
ど

大
変
面
倒
な
問
題
が
　
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
国
に
関
し
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿

「
有
料
老
人
ホ
ー
ム

と
地
方
自
治
体
の
高
齢
者
施
策
」
坂
本
重
雄

・
山
脇
貞
司
編
著

『
高

齢
者
生
活
保

‐障
の
法
と
政
策
』
（多
賀
出
版
、　
一
九
九
二
年
）

一
六

五
頁
以
下
、
「
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と

‐自
治
体

‐の，
法

―的
責
任
」
坂
本

重
雄

・
山
脇
貞
司
編
著

『高
齢
者
介
護
の
政
策
課
題
』
（勁
草
書
房
、

一
九
九
六
年
）
七
二
頁
以
下
。

ω
ｏ
「いＯＦ
∽
・
か
０
・

『”
Ｆ

，
。，
・Ｏ
ｔ
の
Ｌ
」テ

周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
成
年
後
見
制
度
に
関
し
て
は
、
多
く
の

紹
介

・
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
筆
者
が

一
九
九
八
年

一
〇
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
の
世
話
事
務
所

（”
ｏ薄
鰤
口
●
¨
囲
一０日
も

に
て
行

っ
た
訪
間
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、
成
年
後
見
制
度
の
実
態

の

一
端
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。　
一
九
九
七
年
末
の
統
計
で
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
は
人
口
約
六
五
万
人
、
区
裁
判
所
の
後
見
裁
判

一
四
二

官
は
七
名
、
被
世
話
人
は
四
、
七
四
三
名
、　
一
九
九
七
年
の
新
規
手

続
分
は

一
、
九
二

一・名
、
う
ち
世
話
事
務
所
の
扱
い
が

一
、
三
五
九

名
、
世
話
人
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ア
、
職
業
世
話
人
、
協
会
世
話
人
、

官
庁
世
話
人
な
ど
、
ケ
ー
ス
の
難
易
に
よ
ち
て
分
担
し
て
い
る
が
、

世
話
事
件
の
需
要
に
は
ぼ
対
応
で
き
て
い
る
。
ま
た
、
世
話
事
務
所

は
、
予
め
の
代
理
権
付
与
を
し
て
お
く
よ
う
に
広
報
活
動
を
し
て
い

る
と
０
こ
と
で
あ
る
。

（‐３
）
連
邦
社
会
扶
助
法
に
基
づ
く
施
設
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
給
付
に
関

し
て
、　
一一九
一九
四
年
に
な
っ
て
初
め
て
、
質
確
保
が
報
酬
協
定
の
対

象
と
な
っ
た

（ω
∽
口
０
九
二
条
二
項
参
照
）
。
そ
こ
で
は
、
質
の
確

保
は
、
ま
っ
た
く
契
約
当
事
者
に
任
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
、
社

会
的
給
付
の
質
確
保
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き

た
合
∞
］ｂ
ｂ
・〇
・ｂ
Ｌ
〓，
Ｘ

（‐４
）
ぼ
【ｂ
ｂ
・９
あ
二
８
い

（‐５
）
筆
者
が

一
九
九
八
年
九
月
に
訪
間
調
査
．し
た
フ
ラ
ン
タ
フ
ル
ト
市
所

在
の
あ
る
民
間
の
高
齢
者
ホ
ー
ム
の
施
設
長
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
高

齢
者
介
護
が
伝
統
的

に
は
キ
リ

ス
ト
教
的
な
至
．福

の
仕

事

ａ
ｏ̈
ｏけ
ｏ４
１
じ

と
考
，４
り
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、

こ

れ
を
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

（∪
一Φ●
ω奇ビ
冨
富
口
”
）
と
し
て
考
え
る
べ



き
と
、
盛
ん
に
強
調
し
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ

っ
た
。
も
っ
と
も
、

こ
の
ホ
ー
ム
に
対
す
る
監
督
官
庁
の
評
判
は
芳
し
く
は
な
か
っ
た
が
。

［追
記
］

本
稿
は
、
文
部
省
科
学
研
究
費

（国
際
学
術
調
査
）
「
高
齢
者
介
護
の

政
策
体
系
と
政
策
効
果
に
関
す
る
西
欧
三
カ
国
比
較
調
査
」
（研
究
代
表

者
　
山
脇
貞
司
静
岡
大
学
教
授
）
に
よ
る
調
査

・
研
究
の
成
果
の
一
部
で

あ
る
。

な
お
、
調
査
訪
問

・
資
料
収
集
に
関
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
■
大
学
の
マ

ン
フ
レ
ツ
ト
ｏ
ヴ
オ
ル
フ
教
授
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
ｏ
ヘ
ッ
セ
ン
州
及
び
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
の
関
係
機
関
及
び
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
所
在
の
多
く
の

高
齢
者
ホ
ー
ム
に
協
力
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

〈調
査
訪
問
〉

・
］田
①
∽
∽
い
∽
ｏ

，
①
の

Ｆ
”
り
Ｏ
ｏ
∽
”
員
Ｆ
一

〔
け
ヽ

く
、①

弓
の
Ｏ
『
”
●
●
∞

“
●
０

∽
Ｏ
Ｎ
い
“
【
①
の

・
ω
ｏ
一
『
①
口
僣
口
”
●
ｏ
一
Φ
中
］
ｏ

ヽ
０
弓

∽
一
”
ヽ
一

『
ゞ
”
●
ド
』
僣
ヽ
一
＼
７
由

・
∪
げ
『
”
Φ
『
晏
】Φ
ぃの
一ｏ
『
人
甲
『
軒
や
中
出
ｐ
●
∽

・
口
”
“
∽
＞
一”

日
①
ｘ
一ｏ
Ｔ
Ｏ
ｏ
簿
〓
ｏ

ｏ
』
Ｏ
Ｆ
ｐ
●
●
ｐ
』
ハ
いヽ
ｏ

，
①
『
ぜ
と
Ｐ一ｏ
●
口
中̈〔Φ
Ｎ
①

，
一『
“
日

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障
会
丁
完
）

・
”
ｏ
■
鮎
①
●
Ｎ
『
ヽ
ｐ
●
ド
いヽ
謀

Ｏ
日
お
目

〈資
料
提
供
〉

〓
Ｆ
の
ｏ
い
ｏ
ｏ
Ｆ
①
の
　
で
口
ｂ
い
の
一
①
ヽ
い
●
晏
】
　
』
鰤
『
　
『
ヽ
”
僣
ｏ
●
ｔ
と
『
げ
①
い
一
　

口
い
０

∽
Ｏ
Ｎ
い
”
Ｈ
Ｏ
『
０
●
口
”
”

ゝ
』
一
Φ
●
‐
●
●
０

り
出

Φ
”
ｏ
Ｆ
①
庁
目

∽
す
　
ヽ
Ｏ
ｏ
ｏ
い
ｏ

，
ｐ
●
め

ｂ
』
一
Φ
●
ｒ
ｏ
富
目

∽
”
ｏ
一
”

↓
Φ
『
Φ
∽
ｐ

＞
【ざ
口
‐
口
●
一
句
』Ｆ
¨
ｏ，
Ｒ
日

Ｚ
ュ
【̈
づ
お
出
Ｆ

一『
『
ｐ
●
Ｎ
い
の
だ
”
‐
∽
Ｏ
Ｆ
Ｏ
ヽ
く
①
μ
Φ
ヽ
せ
と
Ｐ
一
０
●
も
い
Ｈ
①
”
①

，
①
庁
目

＞
一ざ
●
●
８
日

∽
す
バ
ｏ
●
『
”
ヽ

メ
、
Φ
『
ｏ
Ｏ
ヽ
”
●
●
”
め

，
”
‘
ｏ

僣
●
０

．コ
Ｊ
①
∽
Φ
●
●
●
一
一
①
●
の
一
一
』
（

“
刊
Φ
い
の
∽
い
ヽ
”
“
Φ
●

暉
●
一

同
ご
“
の
一
ｏ
Ｆ
‐
〇
『
ヽ
ｏ
●
の

＞
中ざ
●
ｕ
』Ｆ
”
ｏ
Ｏ
日
テ
回

＞

‘
”
●
の
一
‐
∽
一
●
●
Ｎ
ぜ
ン
Ｐ
一
Φ
●
Ｆ
い
申
『
①
Ｎ
Φ
●
一
『
‘
日

ロ

ロ
』
①
【
”
い
Ｏ
Ｌ
出
”
‘
∽

＞
Ｆ
①
●
Ｆ
Ｒ
日

国
ｏ
Ｆ
ｏ
●
ヨ
”
】ロ

ｂ
』
一
Φ
●
ド
Φ
庁
目

穴

『̈
Ｏ
い
け

，
”
Ｐ

『
『
”
●
ド
』
“
『
一
①
『

］∪
一
ｐ
ド
Ｏ
●
い
の
の
Ｏ
●
が
”
“
の

一
四
三
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